
JR 東西線沿線における近接協議のフロー 

1）公共工事等 
①事前連絡 
 
 
 
 
 
 
②3 者事前協議 
 
 
 
 
③計画協議 
（事業主体⇔関西高速鉄道㈱） 
 
 
 
 
④実施協議 
(ｱ) 協議の受付、回付 
 （事業主体⇒関高鉄⇒JR 近畿統括本部） 
 
 
 
(ｲ)協議の回付の回答（関高鉄⇒事業主体） 

○

［事務手続き］ 
 
 
 
■事前連絡 
電話、口頭等による事前連絡 
・施工概要の把握 
・近畿統括本部に施工概要連絡 
・JR 東西線施設の情報提供 
・3 者事前協議の設定 

■ 計画協議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 実施協議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(JR と協議する旨の回答) 

※軽微な事柄は保線区長 
［近畿統括本部長］ 

回答 回答 
○ ○

施工計画､用地、既設構

造物への影響検討 等

について照査

(事業主体との協議を依頼) 

○ ○

［取締役社長］ 
協議文書 

○

回答 
○ 施工計画､計測管理等

の詳細について検討、

協議方針の決定 
協定書の作成

○○

○ 回答（協定締結） 
受託工事［近畿統括本部長］ 
補償金工事［近畿統括本部長］ 
受託雑作業［保線区長］ 

○ 営近覚書等交換［保線区長］ 

(協議方針等の報告) 

回答 

○ ○○
協議文書 

［取締役社長］ ［近畿統括本部長］ 
※軽微な事柄は保線区長 

近畿統括本部施設課 
℡06-7668-7073 

JR 

業務課 
℡06-6357-3426 

関高鉄 事業主体 
事業主体［道路、共同溝、電力等］

↓事前連絡 
関西高速鉄道㈱ 
↓連絡 
JR 西日本 近畿統括本部 施設課 

・施工計画の説明 
・構造物への影響検討 
・計測施工の必要性 

・施工計画概要 （新設構造物、時

期、用地､工事方法、等） 
・構造物への影響検討 

・施工計画・計測計画・連絡体制 
［連絡体制(昼間)は関高鉄の窓口記載］ 

 ・実施協議は事業主体と JR 間で行

なう旨、を回答  
 
(ｳ)協議方針決定（JR 近畿統括本部） 
既設構造物に重大な影響 
 ・受託工事又は補償金工事の協定 
既設構造物への影響無し又は小 
・受託雑作業の協定 
・条件付承諾 

(ｴ)JR 協議方針の回答（JR⇒関高鉄） 
(ｵ)実施協議の回答・協定の締結 

（JR⇒事業主体） 

 



2）沿線開発等（主として民間の建物建設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※   部は前項１）公共工事等のフローに準じて取り扱う。 

起業者 

事前協議書 
別紙－1

協議書作成 

計画策定 

建築確認下見又は計画協議
別紙－2 又は別紙－3

関西高速鉄道［業務課］ 
① 

下見 
用地関係や既設構造物への影

響程度の判断 

事前連絡 

資料提供 

施工概要の把握 
（用地関係、建物・基礎概要）

JR 東西線の情報提供 
(平面図、縦断図、概略構造図、

等) 
① 

② 

③ 

Yes 

 

計画協議回答

既設構造物の影響と

対策の記述を確認 

実施協議
別紙－４

 

 
既設構造物へ 

の影響度検討 

一般的には 

鉄道構造物 

設計に精通 

したコンサ 

ルに依頼 

施 工  

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

近畿統括本部 保線区 施工打合せ(近接施工) 

 

了知回答

No、Ⅱ又はⅢ 

⑤ 
建築確認
建設開始

通 

知

小規模建物等は別途 

近接判定Ⅰか？
条件確認書の取交

押

印 

建築確認
建設開始 

 
 

既設構造物への影響
と対策を確認 
必要により起業者を
参画させ３者で協議 

協
議
回
答 

⑩ 

確認 

⑨ 回 答

協議書の形式確認
計画協議回答条件
に対する対策確認 

協 

議

２者間協議（JR･関高鉄）
必要により 3 者間協議 

施工協議回答 
受託工事 
補償金工事 
受託雑作業 

JR
近畿統括本部 
施設課 

回
答
（
通
知
）




